
⾞⾼2.8m以上の⾞両の迂回路案内

仮設信号機

仮設信号機
に従い迂回路へ

高さ制限箇所
(2.8m以下の車両は通行可)

2.8m以上の車両は県営住宅の駐車場で向きを変える。

※高さ2.8m以上の車両進入時の迂回手順

①最奥左手の県営住宅駐車場で転回する。
②右から車両が接近していないか確認し、県営住宅前の
仮設信号機まで進む。

③信号が⻘になったら60m先にある迂回路を左折し、
県道へ出る。

迂回路


